
協議第１５号 
 
   一部事務組合等の取扱いについて 
 
 一部事務組合等の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成 19 年 10 月 2 日 提出 

 
熊本市・富合町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 
一部事務組合等の取扱いについて 

 
 
１ 一部事務組合等の取扱いについては、関係団体との協議の結果、次

のとおり取り扱うものとする。 
 
(１)熊本県市町村総合事務組合及び熊本県市町村職員共済組合につ

いては、富合町が合併の日の前日をもって当該組合から脱退し、そ

の事務を熊本市が行う。 
(２)宇城広域連合については、富合町は合併の日の前日をもって当該

連合から脱退するが、富合町域にかかる消防に関する事務、し尿処

理施設に関する事務、ごみ処理に関する事務及び火葬場に関する事

務については、熊本市が合併の日から当分の間、新たに宇城広域連

合に加入する。この加入期間及び介護認定等その他の事務の取り扱

いについては、合併時までに宇城広域連合と調整を行う。 
 

２ 富合町に係る熊本県への事務の委託については、合併の日の前日を

もって委託を廃止し、その事務を熊本市が行う。 
 

 
平成  年  月  日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 



合併協議項目事業一覧

 協議番号 枝番号 協　議　項　目 部会名 提案 備考

15

1 一部事務組合 企画財政部会 第８回

2 広域連合 企画財政部会 第８回

3 事務の委託 企画財政部会 第８回

承認／継続

（一部事務組合等）
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